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屋外広告物の種類

次の要件をすべて満たしているものをいいます。（屋外広告物法においての定義）
①　常時又は一定の期間継続して表示されるもの
②　屋外で表示されるもの
③　公衆に表示されるもの
④　看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
　　又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

（注）営業的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、上記の要件をすべて満たせば屋外
       広告物となります。
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1 . 屋外広告物とは



2 . 小樽市屋外広告物条例の概要
（平成２４年  ７  月  １  日  施行）（※公布～平成２４年３月３０日）

はじめに これまでの経緯

▼景観行政の変遷

・「改正景観条例」の施行

　20 0 8 （平成 20年 )

　 2 0 0 9 （平成 21年 )

　 1 9 9 2 （平成 4年 )

　 2 0 0 4 （平成 16年 )

　 2 0 0 6 （平成 18年 )

・「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」の制定

・「景観法」の施行

・景観法に基づく「景観行政団体」となる

・「小樽市景観計画」の策定
・「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」の全面改正

　屋外広告物は、広く人々の生活に必要な情報提供機能を
有するほか、商業地などでのにぎわいや活気を与える要素と
なっている反面、大型・大量の屋外広告物が無秩序に設置
される場合もあり、生活環境や景観への悪影響など、建築
物や工作物と同様に景観に与える影響が大きく重要な要
素となっています。
　そこで小樽市では、街並みや建築物等との調和を図る
とともに、良好な都市景観を創出するため、「小樽市屋外広
告物条例」により、ルールを定めました。

○　屋外広告物については、これまで北海道が「屋外広告物法」に基づき「北
海道屋外広告物条例」を制定し、許可等の業務を行っていました。

○　本市は、「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」に基づき届け
　　出を受け、形態意匠、色彩等について指導・助言を行ってきましたが、法の裏

づけがないことから、この指導・助言等にも限界がありました。

○　Ｈ１６年に「景観法」が施行されたことに伴い「屋外広告物法」の一部
も改正され「景観行政団体」でも、都道府県から一部権限移譲を受け、
独自の屋外広告物条例を制定することが可能となりました。

○　本市は平成１８年１１月に「景観行政団体」となり、「小樽市景観計画」策
定に引き続き、「小樽市屋外広告物条例」制定の取り組みを行いました。

○　本市は、北海道で初めて政令市・中核市以外の景観行政団体として、独自の屋
　　外広物条例を制定しました。

　20 1 2 （平成 24年 ) ・北海道からの屋外広告物条例制定の権限移譲
・「小樽市屋外広告物条例」の制定・施行

条例の特色

小樽市屋外広告物条例制定の目的 ▼屋外広告物条例の役割分担（平成 24 年 7 月 1 日以降）
　北海道から一部権限移譲を受け、屋外広告物の
形態意匠、色彩等の具体的な規制内容等を条例に
盛り込むことで、良好な景観の形成・風致の維持・
公衆に対する危害の防止を図るとともに、建築物や
工作物と一体となった小樽らしい景観形成を図る
ことが大きな目的です。

小樽市屋外広告物条例

○新規及び変更、継続の許可

○禁止地域及び禁止物件の指定

○許可地域等の指定

○禁止広告物の指定

○適用除外広告物の指定

○違反に対する措置命令等

○はり紙等の簡易除却事務

北海道屋外広告物条例

○屋外広告業の登録等

○屋外広告業者講習会

○屋外広告業者に対する指導等
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○　許可区域区分について
　　・これまでの都市計画法の用途地域による区域
　　　区分から小樽市景観計画に基づいた区域区分
　　　にしました。

○　許可基準について
・形態意匠等の基準は、これまでの本市の指導
基準をもとに定めたことから、従前の「北海
道屋外広告物条例」に比べ厳しい基準となり
ました。

・景観形成上、特に重要な「通り」に対する基準
を別に定めました。

・色彩基準は、使用できる地色の彩度などの具
体的な数値基準を定めました。　



3 . 許可区域区分・区分図

小樽市の区域区分

・運河通線及び臨港線

・色内本通及び
　　　　　　堺町本通

新都市景観形成地域　⑭⑮

歴史的景観地域　①～⑬
※⑫水天宮周辺地区は除く

小樽歴史景観区域
※禁止地域を除く

市域全域
※禁止地域及び小樽歴史景観区域を除く

住居系地域

住居系地域以外の地域

禁止地域 水天宮周辺地区　⑫

第一種低層住居専用地域

その他対象区域等

○　小樽市景観計画に基づき、区域区分では、市内を「禁
止地域」と「許可地域」に分け、後者を小樽歴史景
観区域、同区域を除く市域全域に区分しました。

○　小樽歴史景観区域は、小樽市景観計画に示される景観
特性により歴史的景観地域と新都市景観形成地域に区

　　分しました。

○　市域全域は、自然景観や地域の街並みとの景観形成
　　が求められる住居系地域と、業務において広告物の効
　　果が求められる住居系地域以外の地域に区分しまし

た。

○　許可地域以外に、水天宮周辺地区や第一種低層住居専
用地域などを禁止地域に定めました。

　　また、独自の基準が適用される区域として、重要な「通
り」を定めています。

その他の地域

市域全域区分図 ( 小樽歴史景観区域を除く）
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①住居系地域Ａ

③住居系地域以外の地域

④禁止地域

①～④以外の地域

第1種中高層住居専用地域

商業地域、準工業地域など

第 1種低層住居専用地域
水天宮周辺地区、その他対象地域

区域区分

②住居系地域Ｂ
第１種住居地域
第２種住居地域



小樽歴史景観区域区分図

歴史的景観地域《①～⑪、⑬》

新都市景観形成地域《⑭、⑮》

禁止地域
水天宮周辺地区《⑫》

運河通線～臨港線

色内本通～堺町本通

小樽運河

ＪＲ小樽駅

ＪＲ南小樽駅

国道５号

ＪＲ小樽築港駅

小樽市総合博物館

4 . 禁止広告物・禁止物件

禁止広告物

禁止物件

次の広告物は許可地域及び禁止地域以外の地域を含めて
全ての地域で、表示、または掲出できません。

①　著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
②　著しく破損し、又は老朽したもの
③　倒壊又は落下のおそれのあるもの
④　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げる
　　おそれのあるもの
⑤　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

次のものには、原則として掲出できません。

①　街路樹、路傍樹、記念保護樹木
②　煙突、送電塔、送受信塔、ガスタンク、油タンクなど
③　銅像、記念碑など
④　橋りょう、トンネル、分離帯など
⑤　信号機、照明灯、道路標識、歩道柵、防護柵、防雪柵など
⑥　消火栓、火災報知機、火の見やぐらなど
⑦　その他

街路樹 カーブミラー 標識 橋・高欄

街路灯 　  パーキング
チケット発給設備

信号機

▼禁止物件の種類

電柱
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5 . 適用除外広告物

区分 対象物件・区域 適要
他の法令の規定により表示又は設置する
もの

工事現場の板塀、仮囲いに表示するもの

煙突、ガスタンク又は油タンクに表示する
もの

祭礼、その他慣例上やむを得ないもの

営利を目的にしないはり紙、はり札の類

(5) 許可地域で許可基準の適
　用を受けずに掲出できる広
　告物

(4) 禁止地域、禁止物件
　で許可を受けて掲出できる
　広告物

(3) 禁止地域で許可を受
　けてできる広告物

(2) 許可地域で許可を受けず
　に掲出できる広告物
　（上記以外：禁止地域
  　及び禁止物件は不可）

(1) 許可地域、禁止地域、
　禁止物件でも許可を受けず
　に掲出できる広告物

発電用風力設備のナセル（プロペラ後部の
発電機等を格納する部分）に表示するもの

寄贈者名

自家用広告物

自己管理用

催事に関するもの

車両等に表示するもの

公共掲示板

案内用広告物

社会活動上特に必要と思われるもの

広告車

表示期間が 5 日以内のもの

ナセル以外の部分は禁止物件

国、地方公共団体又は公共的団体がその
事務又は事業に関して公共的目的をもっ
て表示又は設置するもの

公職選挙法、道路交通法、建設業法、建築基準法等に基づき表示又は
設置するもの

公共上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの

自己の事務所又は営業所にその所在、名称、内容、商標又は販売する
商品の名称若しくは内容を表示するもの
自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示又は設置す
るもの
公演会、展覧会、音楽会などの催物のためにその会場の敷地内に表示
又は設置するもの

工事期間中に表示される壁面広告物で、営利を目的としないもの

地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの

紙又は布製のものであって、同種類のものが継続しないもの

走行中に破損するおそれがないもの

審議会の意見を聴いて、社会活動上特に必要と認められ、許可を受け
たもの

人、動物又は車両（広告物を除く）、船舶、航空機その他これらに類
するものに表示又は設置する

・社寺、教会等が臨時に祭典等の行事のため、掲出するもの
・地方の年中行事のために掲出するもの

・政治団体、労働組合などの宣伝用に供するもの
・営利を目的としないと認められる会合及び催物類を掲出するもの

・道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で施設等への案内
を目的とするもの
・公衆の利便に供することを目的とする広告物で公共的な民間施設へ
の案内を目的とするもの

壁面に直接表示された壁面広告物で、営利を目的としないもの

一定規模を超える場合は、条例に基づき協議が必要になります適用除外広告物とは
日常生活や経済活動を行っていく上で、必要と
される最小限の次の広告物は、規制の対象から
除外されます。

①法定屋外広告物等

②国又は地方公共団
　体による表示

公益上必要と認められる
もの

③祭典ほか慣習上の
　表示

祭典用及びそのほか慣例
上使用されるもの
（例）冠婚葬祭、年中行事
のために掲出するもの

④工事現場用

⑤その他

工事現場の板塀、仮囲い
に表示するもの
（例）工事現場の仮囲いに
表示される営利を目的と
しないもの

他法令の規定により設置
されるもの
（例）「道路法」による道
路標識など

市域全域

○屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、条例で定める適用除外
　に該当する場合を除き、条例に基づく許可が必要です。

○許可申請が必要な表示面積等は下表のとおりです。

注１：「適用除外広告物」（上表）の「自家用広告物」を言う。
注２：「適用除外広告物」（上表）の「案内用広告物」を言う。
注３：規模や色彩など定められた基準に適合する広告物は設置可。

自家用広告物
以外の広告物

禁止地域

（水天宮周辺地域⑫）
（第一種低層住居専用地域）
（その他対象区域等）

小樽歴史景観区域

（歴史的景観地域①～⑪⑬）
（新都市景観形成地域⑭⑮）

※禁止地域を除く

・設置表示不可

・表示面積の合計が１㎡を超える
　もの ・設置表示不可（注３）

・表示面積の合計が１０㎡を超える
　もの

・地盤面から上端までの高さが４ｍ
　を超え、かつ、表示面積の合計が
　１㎡を超えるもの

6 . 許可申請が必要な表示面積等

区域区分

広告物の種類

・固定広告物は設置表示不可。
　簡易広告物は全て要許可。
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・全て要許可

自家用広告物（注１）

・全て要許可

・全て要許可・全て要許可

上記以外の
広告物

案内用広告物
（注２）

※禁止地域、小樽歴史景観区域
　を除く



7 . 許可基準（小樽歴史景観区域・市域全域）



小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

地盤面

小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

地盤面
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小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

小樽歴史景観区域
（自家用広告物）
小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。
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小樽歴史景観区域
（自家用広告物）
小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

小樽歴史景観区域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。
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市域全域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

市域全域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。
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市域全域
（自家用広告物）

地盤面

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

市域全域
（自家用広告物）

地盤面

市域全域
（自家用広告物）

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。
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市域全域
（自家用広告物
　以外の広告物）

地盤面

市域全域
（自家用広告物
　以外の広告物）

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

同左 同左同左

※案内用広告物：

　・道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で、施設等への案内を目的とするもの

　・公衆の利便に供することを目的とする広告物で、公共的な民間施設への案内を目的とするもの

小樽歴史景観区域
（自家用広告物以外の広告物）

）※物告広用内案（ 　　

小樽歴史景観区域
（自家用広告物以外の広告物）

）※物告広用内案（

地盤面
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禁止地域

（自家用広告物・案内用広告物※）

※道路境界線を越えて広告物を

　設置する場合は、道路管理者

　の占用許可が別途必要。

※道路境界線を越えて広告物を設置する

　場合は、道路管理者の占用許可が別途必要。

同左 同左同左

※案内用広告物：

　・道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で、施設等への案内を目的とするもの

　・公衆の利便に供することを目的とする広告物で、公共的な民間施設への案内を目的とするもの

地盤面

地盤面

8 . 色彩基準

色彩基準の考え方

○　地色とは
　背景色など文字以外の部分の色彩が該当します。
　地色に用いることのできる色彩基準は彩度 1 0
以下となっていますが、アクセントカラーとして、
表示面積の一定の割合までは彩度 1 0 を超える色
彩の使用を認めています。（右表参照）
 なお、写真やイラストはその範囲全てがアクセ
ントカラーに該当します。

本条例では、マンセル表示系で地色にのみ基準を
設けています。

マンセル表示系：色彩の心理的な三属性である①色相（色合
い）、②明度（明るさ・暗さ）、③彩度（鮮やかさ）の 3 要素に
より表現されています。

地色全体の基準 アクセントカラーの基準
※写真・イラストを含む

小樽歴史景観区域

色内本通

堺町本通

運河通線

臨港線

市域全域

案内用広告物

色相

彩度

10 以下

明度

色相

彩度

明度

地色の色彩基準

10 を超える

（表示面積の 1/8 以下）

10 を超える

（表示面積の 1/4 以下）

対象区域

あいう
ABCDEFGHI 表示面積

地色

文字は地色に
当てはまらない

イラスト部分は全て
アクセントカラーに
当てはまる
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9 . 許可申請の手続き・様式・手数料

( 1 ) 屋外広告物を提出する場合の手続きの流れ ( 2 ) 許可申請手続きに必要な図書

許可手続きのフロー 事前確認・協議 提出書類（提出部数）

許可申請書（正副 2 通）
・申請書は市役所にあります。
・市の HP からダウンロード
   できます。

添付書類（各 2 部）

①掲出場所を示す図面

②広告物のカラー写真

③広告物の構造図、仕様書

④土地・建物に関する承諾書

⑥屋外広告物点検結果報告書

⑤管理者の資格等を証する

書面の写し及び住民票の抄本

新　規

許　可

申請書

継続許可

申  請  書

変更許可

申  請  書

継　続変　更

○

○

○

○

×

×

×

××

×

△

△

△ △△

△△ △

許可申請
（手数料納付）

許　可
（許可済証交付）

工事着手

新規許可申請

許可の期間
簡易広告物※1

※1）はり紙、はり札、立看板、アドバルーン広告物、広告幕・網、のぼり旗、電柱広告物
※2）屋上広告物、地上広告物、壁面広告物（突き出し含む）

1 年間
固定広告物※2
３年間

※△→必要に応じて

○掲出予定地の条例上の許可基準の確認を
　してください。
○関係する法令の確認をしてください。
○許可申請をする前に、担当課と十分な日
　数をもって協議をしてください。

○許可申請書に必要図書を添付してください。
○手数料は、これまでの北海道の許可申請手
　数料と同額です。

※許可を受ける前に工事の施工は、行わない
　でください。
　場合によっては、工事の中止を命じること
　があります。

⑦工作物の確認申請書（写）
　（高さ４ｍを超える工作物を設置
　  する場合）

×△

許可期限まで掲出可能

変更許可申請
※内容等により事前協議が
必要になる場合があり

継続許可申請

設置者（管理者）
変更届

速やかに除却
（除却の届出）

△

各種申請書作成

審　査

工事完了
（許可済証の貼付）

工事完了届出

( 4 ) 許可申請手数料

種別（許可期間）

照明装置等
のないもの

表示面積 5 ㎡
につき
表示面積 5 ㎡
につき

1 枚につき

1 枚につき

1 枚につき

1 台につき

50 枚につき

1 基につき

1,300

1,900

　910

　300

3,800

5,400

1,700

　650

　220

　300

1,900

1 基につき

1 個につき

1 個につき

照明装置等
のあるもの

照明装置等
のないもの
照明装置等
のあるもの

区　　分 金額 ( 円）

1　固定広告物
　  （3 年以内）

2　立看板
     （1 月以内）
3　電柱広告物
     （1 年以内）

4　アーチ式広告物
     （3 年以内）

5　アドバルーン広告物
     （15 日以内）
6　広告幕・広告網・のぼり・旗
     （1 月以内）
7　はり札
     （1 月以内）
8　はり紙
     （1 月以内）
9　広告車
     （1 月以内）
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( 3 ) 許可申請等様式

許可申請等 様式

屋外広告物許可申請書（新規）

屋外広告物手数料減免申請書

屋外広告物変更許可申請書

屋外広告物継続許可申請書

屋外広告物点検結果報告書

屋外広告物変更届

屋外広告物軽微変更届

屋外広告物工事完了・中止届

屋外広告物管理者選任等届

様式第１号

様式第２号

様式第３号

様式第４号

様式第５号

様式第 9 号

様式第１０号

様式第１１号

様式第１７号

屋外広告物出願者変更届

屋外広告物除却届

様式第１８号

様式第１９号




